
特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和４年10月28日 

静 岡 県 知 事  川 勝 平 太 

静岡県条例第43号 

   特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例 

特定非営利活動促進法施行条例（平成10年静岡県条例第40号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（設立の認証の申請等） （設立の認証の申請等） 

第２条 （略） 

２～４ （略） 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 
５～７ （略） 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

第２条 （略） 

２～４ （略）  
５ 第２項の規定にかかわらず、知事が住民基

本台帳法第30条の11第１項の規定により地方

公共団体情報システム機構（以下「機構」と

いう｡)から当該役員に係る同法第30条の９に

規定する機構保存本人確認情報（以下「機構

保存本人確認情報」という｡)の提供を受ける

とき、又は同法第30条の15第１項の規定によ

り当該役員に係る同法第30条の８に規定する

都道府県知事保存本人確認情報（以下「都道

府県知事保存本人確認情報」という｡)を利用

するときは、第１項の申請書には、第２項第

１号に掲げる書面を添付することを要しな  
い。 

６～８ （略） 
 （役員の変更等の届出に係る提出書類） 

第２条の２ 法第23条第２項の規定の適用を受

ける場合における前条第２項第１号に掲げる

書面については、知事が住民基本台帳法第30

条の11第１項の規定により機構から当該役員

に係る機構保存本人確認情報の提供を受ける

とき、又は同法第30条の15第１項の規定によ

り当該役員に係る都道府県知事保存本人確認

情報を利用するときは、法第23条第２項の規

定による提出をすることを要しない。 
２ 法第23条第２項の規定の適用を受ける場合

における前条第４項の規定の適用について  



 

 
（定款の変更の認証の申請等） 

第３条 （略） 

（事業報告書等の提出） 

第４条 （略） 

２ 特定非営利活動法人は、法第30条の閲覧又

は謄写の用に供するため、規則で定めるとこ

ろにより、法第29条に規定する場合を除くほ

か、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表

の中欄に掲げる書類を、同表の右欄に掲げる

手続の終了後遅滞なく知事に提出するものと

する。 

区分 提出すべき書類 手続 

１ 設立

又は合

併の認

証を受

けた場

合 

 

当該設立又は合併

の認証に係る法第

10条第１項第１号

の定款、同項第２

号イの役員名簿、

同項第７号の事業

計画書、同項第８

号の活動予算書、

法第12条第１項の

認証に関する書類

の写し、法第13条

第２項の登記事項

証明書の写し及び

法第14条の財産目

録又は法第35条第

１項の財産目録 

設立又

は合併

の登記 
 

 

２ 定款

の変更

の認証

を受け

た場合 

法第25条第３項の

認証に係る変更後

の定款及び認証に

関する書類の写し 

定款の

変更の

認証 

３ 定款 法第25条第７項の 定款の

は、同項中「申請日」とあるのは、「届出 

日」とする。 
（定款の変更の認証の申請等） 

第３条 （略） 
（事業報告書等の提出） 

第４条 （略）  

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



の変更

に係る

登記を

した場

合 

登記事項証明書の

写し 

 

変更に

係る登

記 

（合併の認証の申請） 

第８条 （略） 
２ 第２条第２項から第４項までの規定は、前

項の規定による申請書の提出について準用す

る。 

（役員報酬規程等の提出） 
第12条 （略） 

２ （略） 

３ 認定特定非営利活動法人は、認定を受けた

場合は、法第56条の閲覧又は謄写の用に供す

るため、規則で定めるところにより、法第44

条第２項第２号及び第３号の書類を、遅滞な

く知事に提出するものとする。 

（合併の認定の申請） 

第15条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（民間事業者等が行う書面の保存等における

情報通信の技術の利用に関する法律の適用） 

第16条 （略） 

 

 
 

 
 
（合併の認証の申請） 

第８条 （略） 
２ 第２条第２項から第５項までの規定は、前

項の規定による申請書の提出について準用す

る。 

（役員報酬規程等の提出） 
第12条 （略） 

２ （略） 

 

 

 

 

 

（合併の認定の申請） 

第15条 （略） 

（情報通信技術を活用した行政の推進等に関

する法律の適用） 

第15条の２ 法第74条に規定する手続につい 

て、情報通信技術を活用した行政の推進等に

関する法律（平成14年法律第151号）第６条か

ら第８条までの規定に基づき電子情報処理組

織を使用する方法その他の情報通信の技術を

利用する方法により行うために必要な事項 

は、規則で定める。 

（民間事業者等が行う書面の保存等における

情報通信の技術の利用に関する法律の適用） 

第16条 （略）   

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

   附 則 

この条例は、令和４年12月１日から施行する。 

 


